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柏地区更生保護サポートセンター 

柏地区更生保護サポートセンターは、令和２年３月１日柏市長はじめ柏市行政当局

のご理解とご協力を頂き、千葉保護観察所のご助言によって柏市役所分室４の 1 階

に開設されました。当初は１１名の企画調整保護司でスタートし令和５年５月から

は３２名が交代で駐在しています。お気軽にお越しください。 

開所日と駐在時間 電話 FAX メールアドレス  

開所日は、毎週月・火・木・金曜日。駐在時間は原則として午前１０時から 

午後４時まで。サポセンの入室の鍵は柏市役所（福祉政策課）が管理し、入 

室の際に借用・退室時に返却しています。電話 04-7190－5102 Fax 04－ 

7190－5105 <メールアドレス s ｰ kashiwahogosi@ai.wakwak.com> 

企画調整保護司６名の新旧交代により 32 名体制に 

今年度から、新たに６名の新任企画調整保護司を迎え３２名体制でスタート 

致します。サポートセンター発足以来、今日の体制整備にご尽力いただきま

した佐藤一明センター長を始め５名の企画調整保護司の皆様、大変お疲れ様

でした又、ありがとうございました。本年度より新たな企画調整保護司によ

り、今までの体制を踏襲しつつ、サポートセンターの維持管理が出来るよう

細心の注意をしながら運営して参りますので、保護司各位のご支援ご協力い 

ただきますようお願い致します。昨年のサポートセンターの主な利用状況に

ついては、理事会・監事会、各部会・事務作業や更生保護女性会、協力雇用

主会の利用や面接（保護司・対象者）会場に使用されております。ご利用に

つきましては、サポートセンターに連絡をお願い致します。４月の運営会議 

にて新役員が選任され、センター長に菅原英一。副センター長に山根孝裕。

事務局長に中嶋 清。会計に吞田三佐子。書記に新保寛子、安蒜秀一がそれ 

事務局長に中嶋 清氏。会計に吞田三佐子氏。書記に新保寛子氏・安蒜秀一 
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ぞれ就任致しました。 

新たなメンバーによるサポートセンター運営会議を開催 

4月 26日（金）午後 1時 30分から、新メンバーによる運営会議が開催されました。 

当日は、成嶋会長 菅原センター長が欠席のため山根副センター長の挨拶に続き新

任の企画調整保護司に指名辞令が伝達された。続いて出席者全員の自己紹介の後

協議に入りました。 

協議事項として １．更生保護サポートセンターについて  ２．企画調整保護司の役

割について ３．サポートセンターの運営について ４．サポートセンターの駐在を通し

て、改善すべき事は？ ５．駐在シフト５月期に支部毎に新企画調整保護司（柏支部２

名・流山支部４名）へのサポセン事務室への入退出等の対応を引き継ぐ ６．次回の

サポセン運営会議開催日は７月２６日(金)午後１時３０分 事務局会議の開催日につ

いては協議中（新役員にて運営会議終了後協議し決定する） 

協議の概要について 

➀役員名簿にて、氏名を紹介しご承認を頂きましたが、会計担当者２名のうち１名が

決まっておりませんので、今年度は１名体制で対応する事に致しました。 

②令和６年度企画調整保護司の名簿を、確認致しました。昨年度のサポートセンター

の利用状況件数については、１４４件で主なものは理事会、監事会を始め各部会の会

議や保護観察対象者の面接等に利用されていることが報告されました。 

③駐在シフト５月期は、現在の企画調整保護司と支部毎に新任企画調整保護司（柏

支部２名、流山支部４名）との２名体制にて、サポセン事務室への入退出等の引き継

ぎ対応を、お願い致しました。４月～９月迄の駐在シフト表を確認し、日程調整を行い

ました。 

④住所、電話番号の記載のある名簿作成については、企画調整保護司の相互の連絡

や駐在シフトの緊急時等の対応に活用するため、名簿の作成について了承をいただき

ました。なお、個人情報の観点から、取り扱いには留意するようお願いし、次回運営会

議に、名簿をお配り致します。 

第２回運営会議が７月２６日に行われ、サポセン発足以来５年目に入り活動状況を鑑

み、①運営会議を年４回⇒３回。サポートセンター便りの発行を年３回⇒１回にし、必

要があれば、臨時的に発行致します。②サポセンの予約方法については、現状は駐在

員に電話にて連絡し、予約を取っていただくことになっております。③１０月～３月の駐

在シフト表を確認し、調整を図りました。④駐在員専用の駐車場が、７月からは№１４に

なりました。お間違えの無いように、駐車願います。 

次回サポートセンター運営会議は、令和７年２月１４日（金）１３時３０分より開催します

ので企画調整保護司の方は必ず、ご出席いただきますようお願い致します。 

 

 

 

 

 




